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就
　
　
職

相
　
　
談

　

就
学
援
助
制
度
と
は
、
経
済
的

な
理
由
の
た
め
就
学
困
難
と
認
め

ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対

し
て
学
用
品
費
の
一
部
や
給
食
費

な
ど
を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
生
活
保
護

法
に
基
づ
く
扶
助
を
受
け
て
い
る

方
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
程
度

に
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
方
で
す
。

　

認
定
期
間
は
、
４
月
１
日
か
ら

３
月
31
日
ま
で
の
一
年
間
で
す
。

　

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合

に
は
、
学
校
教
育
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
制
度
の
詳
し
い
説
明

と
、
申
請
書
、
返
信
用
封
筒
を
お

渡
し
し
ま
す
。

　

ま
た
現
在
、
認
定
を
受
け
て
い

る
方
で
、
引
き
続
き
援
助
を
希
望

す
る
方
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要

で
す
。

　

申
請
方
法
は
、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
地
区
の
民
生
委

員
に
返
信
用
封
筒
と
と
も
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
民
生
委
員
が
記

入
捺
印
後
、
教
育
委
員
会
へ
郵
送

し
ま
す
。
教
育
委
員
会
で
受
け
付

け
し
、
認
定
判
定
を
し
ま
す
。

　

援
助
費
は
７
月
、
12
月
、
２
月

に
分
け
て
、
学
校
を
通
じ
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
☎（
32
）8
9
1
8

下
野
市
森
林
整
備
計
画

（
案
）の
縦
覧
に
つ
い
て

　

渡
良
瀬
川
地
域
森
林
計
画
の
樹

立
、
森
林
法
の
改
正
に
伴
い
、
下

野
市
森
林
整
備
計
画
を
樹
立
す
る

た
め
、
計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま

す
。

　

こ
の
計
画
案
に
対
し
て
ご
意
見

等
あ
り
ま
し
た
ら
、
縦
覧
期
間
が

満
了
す
る
日
ま
で
に
、意
見
書（
様

式
は
任
意
）を
農
政
課
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
縦
覧
期
間

　

２
月
１
日
㈬
～
３
月
２
日
㈭

　

午
前
８
時
30
分

　

～
午
後
５
時
15
分

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

■
縦
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　

農
政
課

　

☎（
32
）8
9
0
6

　

（
32
）8
6
1
1

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

に
基
づ
く
縦
覧
に
つ
い
て

　

県
に
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

に
よ
る
変
更
の
届
出
が
、
次
の
と

お
り
あ
り
ま
し
た
。
店
舗
所
在
地

で
あ
る
本
市
に
お
い
て
、
届
出
の

内
容
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、

意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
内

に
県
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

①
た
い
ら
や
自
治
医
大
店

　
（
緑
四
丁
目
26
番
３
外
）

・
変
更
内
容　

　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る

者
の
名
称

・
縦
覧
期
間

　

４
月
５
日
㈬
ま
で

②
ワ
ン
ダ
ー
グ
ー
下
野
店

　
（
下
古
山
2
8
8
8
番
地
４
外
）

・
変
更
内
容

　

駐
車
場
の
自
動
車
出
入
口
の
位

置
、
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

・
縦
覧
期
間

　

４
月
26
日
㈬
ま
で

■
縦
覧
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

■
縦
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
32
）8
9
0
7

農
業
用
軽
油
引
取
税
免

税
証
の
交
付
申
請
の

追
加
受
付
に
つ
い
て

　

１
月
に
農
業
用
免
税
軽
油
の
申

請
受
付
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
期
間

中
に
何
ら
か
の
事
情
で
交
付
申
請

が
で
き
な
か
っ
た
方
に
対
し
て
、

今
回
臨
時
に
追
加
受
付
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
申
請
日
時
等

は
以
下
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

　

３
月
６
日
㈪
、
７
日
㈫

　

午
前
９
時
～
11
時
30
分

　

午
後
１
時
～
午
後
４
時

■
場
所

　

県
庁
下
都
賀
庁
舎　

　

第
２
福
利
厚
生
棟
２
階
会
議
室

■
申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の

（
１
）免
税
軽
油
使
用
者
証

（
２
）印
鑑

（
３
）免
税
軽
油
の
引
取
り
に
係
る

報
告
書（
納
品
書
ま
た
は
領
収
書

を
添
付
、
写
し
で
も
可
）

（
４
）手
数
料
4
2
0
円

（
５
）耕
作
証
明
書（
新
規
申
請
及

び
耕
作
面
積
が
増
え
た
場
合
）

※
更
新
の
み
の
場
合
、
耕
作
証
明

は
不
要
で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

①
新
規
申
請
及
び
交
付
数
量
の
見

直
し
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
後
日

の
交
付
に
な
り
ま
す
。

②
新
規
申
請
及
び
登
録
機
械
の
入

れ
替
え
が
あ
る
方
は
、機
械
の「
メ

ー
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」
を

メ
モ
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ
い
。

③
国
税
及
び
地
方
税
の
滞
納
処
分

を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
処
分
解
除

の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け
れ

ば
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

※
朝
一
番
、
午
後
一
番
の
時
間
帯

は
混
雑
し
ま
す
。
遅
い
時
間
帯
が

比
較
的
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

※
更
新
手
数
料
4
2
0
円
は
つ
り

銭
の
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
税
事
務
所

　

軽
油
引
取
税
調
査
担
当　

　

☎
0
2
8
2（
23
）6
8
8
2

　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎（
32
）8
9
1
5

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

新
年
度
に
む
け
た
就

学
援
助
費
受
給
申
請

の
受
付
を
開
始


